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タックス・シェルタ〟の販売に関与する米国租税専門家の責任（1）  
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酒 井 克 彦  

て民事責任が問われることにもなる。具体的  

にほ、租税専門家の意見を信じて投資をした  

者が、爾後の課税庁の調査によって税務否認  

されるなどして被った不測の損害の回復を求  

めて投資者が損害賠償を請求する事件などが  

それである。このような訴訟は、タックス・  

シェルター山・マルプラクティス（Tax Shelter  

Malpractice）訴訟とも呼ばれ、多くの事例の  

蓄積がみられるところであり4、筆者もこれま  

で、米国におけるタックス・シェルター・マル  

プラクティスについては幾つかの論稿におい  

て言及してきた5。   

我が国における税理士の責任論を考察する  

に当たって、米国におけるこれらタックス・  

シェルターの販売に関与する租税専門家の責  

任論を検討することは、少なからぬ意義を有  

すると思われる。けだし、我が剛こも日本版  

タックス・シェルターが導入され、そこに租税  

専門家が関与している事例が散見されるよう  

になっており、このような傾向は更に増加す  

るものと思料されるからである6。   

税理士の責任論については、民事法的アプ  

ローチ、行政法的アプローチ、そして刑事法  

的アプローチが考えられる。また、これらそ  

れぞれのアプロ｝チに加えて業界自治的な観  

点からのアプローチをも併せた多角的な検討  

によって、はじめてタックス・シェルターに関  

与する租税専門家の責任問題を明確に映し出  

すことができるのではないかと思われる。   

そこで、まずは本塙（1）において、タックス・  

シェルターの販売に関与する租税専門家の責  

任について、民事法的観点（タックス・シェル  

ター・マルプラクティスの観点）から検討を加  

えることとしたい7。タックス・シェルターの   

はじめに   

米国においては、タックス・シェルター  

（7もⅩSbelteめ1の開発や販売（勧誘）に租税弁護  

士や公認会計士等の租税専門家が関与するこ  

とが多いと指摘されている㌔また、租税専門  

家がタックス・シェルターに関して専門家と  

しての意見を提出するかたちで、販売等に間  

接的に関与することも多い。タックス・シェル  

タ山というものが租税回避商品とか課税逃れ  

商品3などと訳されているように、特に濫用型  

のそれについては、税法等の網の目を潜って  

開発される商品であることが多い。かねてよ  

り、米国内固歳入庁（InternalRevenue  

SeⅣice、以下「IRS」という。）とタックス・  

シェルターの開発者や販売者との間では攻防  

が繰り広げられており、タックス・シェルター  

の販売に関与する租税専門家に対して、IRS  

は厳しい対応を見せている。そこでは、公認  

会計士や租税弁護士、登録代理人といった租  

税専門家としての資格剥奪や高額のペナルテ  

ィを課すといった措置が規定されたり、タッ  

クス・シェルターの登録制度の構築などが講  

じられている。   

また、一方で、タックス・シェルターの投資  

勧誘といったものが、白日下において行われ  

る商品販売とは異なり、ある意味ではアング  

ラともいえる販売活動によって勧誘されるも  

のであること、租税行政当局に否認される虞  

があるにもかかわらず、合法的な節税商品取  

引として販売されることが多いこと、節税効  

果が目に見える形となって示されないことと  

いった商品の特殊性ゆえに、商品版売時に要  

請される説明義務が適正に履行されないこと  

が多く、そこでは販売者や租税専門家に対し  
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販売等に租税専門家が関与している実態につ  

いては、既に先行業績もあることから、本稿  

ではこの点を直裁に言及することはせず、タ  

ックス・シェルター・マルプラクティスを概観  

することを通じて、タックス・シェルターの開  

発や販売に携わる租税専門家の責任論を確認  

することとし、これをネグリジェンス理論の  

観点から検討することで、粗税専門家の注意  

義務の問題に焦点を当ててみることとしたい。  

I米国における租税専門家   

弁護士仏ttorneys．なお、租税専門の弁護士  

は「租税弁護士」と呼ばれる。）、公認会計士  

（Cert漬edPublicAccountants）、登録代理人  

（Emolled Agents）8、登録保険数理人  

（EnrolledActuaries）9の個人である資格者は、  

IRSに対する納税者の代理業務について、そ  

の業務の範囲を制限することなしに行うこと  

ができるとされている。これらの者は業務執  

行者（Practitioner）と呼ばれるが、それ以外の  
個人は通常、非登録申告書作成者  

（UnenrolledReturnPreparers）と呼ばれる10。   

非登録申告者作成者は、申告書の作成をし、  

申告書作成者として署名もするが、かかる署  

名は無制限業務執行者の署名とは区別される。  

そして、非登録申告番作成者は、証人として  

の出頭や、IRSの調査の際に情報を提供する  

ことにつき納税者を代理することができるが、  

それ以外のことでIRS との関係において納  

税者を代理することや、還付金請求のために  

署名をすること、還付金小切手の受領をする  

こと、税金の徴収や賦課のための法定期限の  

延長をするための同意に関する署名をするこ  

と、納税義務に関する同意の署名をすること、  

不足税額の徴収や賦課に関する制限の拙棄に  

対する署名をすることはできない11。また、  

レター・ルーリング（1etterruling）、デタミネ  

ーション・レター（de七erminationletter）、ク  

ロージング・ アグリーメント（closing  

agreement）に関して納税者を代理すること  

はできない12。  

Ⅱ 米国におけるタックス・シェルター・マ   

ルプラクティスの状況  

1 概輔   

米国においては、租税専門家の助言に従っ  

てタックス・シェルターに投資した者が課税  

処分を受けたことに起因して不測の損害を被  

ったことで、当該助言を行った専門家への説  

明義務違反を問う事件は非常に多い。これが  

タックス・シェルター・マルプラクティスの典  

型例であるといえよう。タックス・シェルタ  

ー・マルプラクティスにおいて、被告として訴  

えられる者は、具体的には、タックス・シェル  

タ、けノ〟轟一の販売者、開発者、タックスtシェルタい  

の開発や販売に直接的ないし間接的に関与す  

る租税専門家などであるが、ここでは租税専  

門家が訴えられるケースを取り上げることと  

しよう。   

ところで、米国におけるタックス・シェルタ  

ー一・マルプラクティスの発生原国は、大きく分  

けて2つの類型に分類することができる13。   

第一に、タックス・シェルタ…それ自体に商  

品構造上の欠陥があったことにより、節税の  

目的を達することができなかったというもの、  

つまりそもそも節税効果のないものを売り付  

をナられたというケースである。例えば、畜牛  

リースをタックス・シェルターに組み込んだ  

Renovitc‡1VKa11蝕1an事件14では、広告の触  

れ込みと実態との間には大きな隔たりがあり、  

投資対象とされた畜牛は、死亡するか又はミ  

ルクが止まってしまって食用として屠殺のた  

めに売却されるなどして管理体制が悪く、畜  

牛に係る減価償却等の税制上の恩典を受けら  

れなかったというものである。タックス・シェ  

ルターのパンフレットに掲載されていた法律  

事務所の課税上の見解についての妥当性を争  

ったPasteTnakv．Sagit七ariusRecordingCo．  

事件15などもこの類型に分類される。   

第二に、Adeuv．Sommers事件16のように  

課税庁からの否認により節税効果が減殺され  

たとする事例や、協rbroughvCooper事件17  

やLehnhgv Bornbop事件18のように租税  
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専門家の法的助言が誤っていたとする事例が  

ある。我が国の節税商品過誤訴訟のほとんど  

が第仙・の類型に分類される事例であるのに対  

して、米国におけるタックス・シェルター・マ  

ルプラクティスでは、この類型の事例が豊富  

かつ多様である。Adellv．Sol】1merS事件は、  

投資家Adellが、租税弁護士から適法に節税  

できると勧誘されてリミテッド・パートナー  

シップに投資したものの、その後、パげトナ  

ーーシップに分配された損失がIRSに否認さ  

れたことから、節税を受けられなくなったと  

いう事件である。この類型は、課税庁によっ  

て税務否認されていることを知っているにも  

拘わらず、販売に当たってそのことについて  

の説明がなかったとされたEriks v∴Denver  
事件〕9、租税弁護士が課税庁との和解につい  

ての不正確な助言をしたとされたGould v．  

SachnofE＆Weaver，I．｝td．事件20など多様であ  

る。   

なお、n∬ttlr V Rothscbild Registry  

International，王nc．事件21のように両方に分  

類されるような、過誤の発生原因が混在して  

いる事例もある。同事件は、コンピュータ設  

備リースを利用したタックス・シェルターが、  

内国歳入庁により否認されたことに加えて、  

コンピュータ設備自体がインフレとなり、リ  

ーースによる節税効果が減殺されたという経済  

情勢の観測の誤りも過誤の発生振因とされた  

ものである。  

2 租税専門家の責任構成論  

（1）租税専門家の責任   

租税専門家はコモンローとエクイティの両  

方の違反を問われる可能性を有しており、コ  

モンローを基髄とする責任は、ネグリジェン  

ス（negligence）、契約不履行（breach of  

contact）、受忍義務違反（breachof鮎uciary  

du吋）、詐欺ぬaud）、エクイティを基礎とす  

る責任ほ、証券法（BreacbofSecuritiesActs）、  

RICO 法（払e Racke七eerIn且uence and  

Corrupt Organization Act）、消費者詐欺  

1 2005．4  

（consumerたaud）のほか、証券取引委員会強  

制法（SEC en鈷rcement actions）、‡RS規則  

（1・des）及びレギュレ…ション（regulatlons）、  

労働省令（departmentoflabo＝egulations）  

などの違反がある。   

しかし主に、専門家としての注意義務を果  

たしたかどうかの判断基準は、専門家の他人  

に対する損害の起周となる過誤（臨ilure）の有  

無にあると解される。かかる過誤を構成する  

のは、ネグリジェンスであり、これによりそ  

の技術程度や専門家として有すべき能力の有  

無が判断される傾向にあることから、本稿で  

はネグリジェンス理論を中心に検討を加える  

こととしよう。  

（2）ネグリジェンス理論   

マルプラクティス（malpractice）に対する  

責任は、多くの場合、ネグリジェンス理論に  

よって追及される。その際に通用される注意  

義務の基準は、当該専門家が同じ状況にある  

評価の定まった同種の専門家が有していたで  

あろう注意を尽くしたか否か、というもので  

あると思われる22。   

ネグリジェンスは、不法行為の一類型であ  

り、intentionaltorts（故意による不法行為）、  

strictliability（厳格責任）と並んで不法行為責  

任を基礎付ける原則の一つであって、通常人  

が払うべき注意を怠ることにより損害を惹起  

した場合に、行為者は賠償責任を問われる。   

そこで、マルプラクティスの法的構成の検  

証として、ネグリジェンス理論について、概  

観しておくこととする23。   

ネグリジェンス理論は、「合理人がするであ  

ろうことをしないこと、又は彼がしないであ  

ろうことをすること24」というネグリジェン  

ス概念を中心にして、その周囲に細大さまざ  

まのルールを作り出し、ネグリジェンス法理  

の迷路を築き上げたといわれている。ネグリ  

ジェンスという不法行為は、「被告が原告に対  

する注意義務（duもyoぎcare）に違反し、その結  

果として原告に損害を被らしめること25」と   
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定義され、ネグリジェンスの成立要件は、（む  

胱当の注意義務（dutyofduecare）を負いなが  

ら、①その注意義務宣違反（bpeachofduty）  

し、 ③それが原因（causation）となって、往路  

害（damage）が生じることである。，換言すれば、  

次のようになろう。  

さ）義務の問題（被告が原告に対して注意義   

務を負っていたかどうか）  

（争 義務違反の問題（被告がその注意義務に   

違反したかどうか）  

（∋ 因果関係の問題（注意義務違反の結果と   

して原語に損害を被らしめたか）  

（む 損害賠償額の問題（その損害を金銭的に   

評価すればどれだけの金額になるか）   

以下、これらの成立要件についてみていく  

こととしよう。  

（め 義務の問題   

ネグリジェンスの概念から理論的に導かれ  

る予見可能性の問題と、租税専門家のネグリ  

ジェンスによって惹き起こされた損害のうち  

どこまでをネグリジェンス理論に基づく法的  

保護の対象とすべきなのかという問題の二元  

的な問題を包含した注意義務議論が惹起され  

る。  

扇 予見可能性払reseeabi五tめの基準   

合理人ほ、自己の行為の結果として他人へ  

の損害の発生が予見され得る場合にはかかる  

損害の発生を回避するよう注意するはずであ  

るから、かかる合理人の行為を自己の行為基  

準とすべき被告ほ、合理人が注意を払うであ  

ろう状況、すなわち損害の発生が合理的に予  

見可能な状況においてのみ、しかるべき注意  

を払う義務を負うことになる。   

ここでは、「通常の感覚（ordina町SenSe）を  

もつ人ならば誰が考えても、その状況で自分  

が通常の注意と技能を働かせて行為しなけれ  

ばその他人の身体又は財産に損害を与える危  

険をつくりだすであろうことを、直ちに認識  

するであろうような立場におかれた場合には、  

つねに、かかる危険を回避するために通常の  

注意と技能を働かせる義務が生ずる。錐」と  

考えられている。   

英米法における予見可能性に基づく注意義  

務の観念には、それが特定の人に対して負わ  

されるものだという観念が含まれる。つまり、  

義務を負う相手方を特定しない「宙に浮いた  

義務（dutyin血e aめ」又は「抽象属な義務  

（dutyintheabstract）」は存在しない。予見  

可能性による注意義務の範囲の限定がネグリ  

ジェンス責任の特質に基づくものであるなら  

ば、その限定は、依頼人についてだけでなく、  
ネグリジェンス責任が及ぼす損害の範囲につ  

いても働くべきであろう。換言すれば、予見  

不可能な依頼人に対する注意義務違反を租税  

専門家が負わないということは、論理的には、  

予見不可能な損害についても注意義務を負わ  

ないということになろう。しかしながら、従  

来、英米法は依頼人の予見可能性のみを注意  

義務の問題に包摂して考慮するに留め、損害  

の予見可能性の問題については、別途因果関  

係の問題として扱っているようである。  

b）義務状況（du抄Situa也0‡Jの基準   

ネグリジェンス理論に基づく法的保護の範  

囲に外在的な要因に基づいた制限を加える議  

論がここでの基準論である。そこでは、基本  

的に、法は、人身又は財産に対する有形的な  

損害と無形的なあるいは純粋に金銭的な損失  

（経済的損失（economicloss））とを区別し、  

前者に対しては仙一般的に救済を与えるが、後  

者に対しては、特殊な事情がなければ救済を  

与えないという姿勢で理解されているようで  

ある27。   

租税専門家の不注意な行為が彼の作為であ  

る場合には、一般的にネグリジェンスの責任  

を認めることとされているが、それが不作為  

である場合には、特別の事情がなければ責任  

が肯記されることはないと理解すべきであろ  

う28。   

（㊥ 義務違反の問題   

義務違反の問題で扱われるのは、①当該状  
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況において租税専門家はどのように行動する  

ことを要求されていたか、租税専門家に要求  

されていた行為水準はいかなるものであった  

かという問題と、（か粗税専門家の行為はこの  

行為水準に達しないものであったかという問  

題である。   

租税専門家に要求される行為水準は、一一般  

的には、通常の憤蛮さを備えた人文は合理入  

が当該状況においてしたであろう行為と見る  

べきであろうかく〕ここにいう合理人とほ、「通  

常の人（maninthestreet）」29であって、およ  

そ誤りを犯すことのない人でもないし完全な  

人でもなく、その意味では合理人は平均人  

（ave柑geman）に近似した人間像である30。   

合理人の行為水準（standard of the  

conductofareasonableman）ほ、租税専門家  

の行為のネグリジェンス性をはかる基準とし  

て、原則として、あらゆる場合に妥当する…一  

般的抽象的な基準であるといえよう。   

また、合理人の行為水準という基準は、そ  

の仙“一般的性格において客観的なものであるが、  

この基準が適用される行為者の主観的事情の  

観酌を全面的に否完するものでもないとされ  

ている。つまり、合理人の行為水準という概  

念は、それ自体の中に、客観性の契機を含む  

ものであり、外在的客観的行為水準の採用な  

いし個人差の無視ではあるが31、それは必ず  

しも行為者の一切の主観的事情の斜酌を排斥  

するものではないとされる。けだし、個々の  

行為のネグリジェンス性を判断する基準は、  

「当該状況におかれた合理人」の行為であり、  

この「当該状況におかれた」という限定が、  

行為者をとりまく外在的事実のみならず行為  

者の諸資質をも掛酌する余地を残すからであ  

る。例えば、租税専門家個人が特別の事情で  

通常人以上の知識を有していた場合、かかる  

個人的事情は掛酌される。彼は、かかる知識  

を有する合理人がなしたであろう行為に照ら  

してその行為を評価される32。   

租税専門家が行った当該行為のネグリジェ  

ンス性をはかる基準は、当該行為のなされた  

具体的状況におかれた合理人がなしたであろ  

う行為であると解される33。）   

ところで、Estateofl瓜もm事件3∠iにおいて、  

ペンシルバニア州最上級裁判所は、租税弁護  

士には受託者としてのstandardofcareが求  

められると判示した。受託者としての  

standard of care は、高度な技術上の  

standardによって判断されなければならな  
いが、裁判所は、遺産税申告等に携わる租税  

専門家に対して最も高度なstandardを、一  

般的な租税弁護士に対しては中間的な  

standardを、更に、遺言執行者には最も低い  

standardが課されるとした。この判断につい  

てほ、遺産税申告等に携わる租税専門家こそ  

が、この遺産から生ずる税務上の諸問題につ  

いて多くの経験に基づいた処理を行い得る老  

であるということを含意していると指摘され  

ている35。  

（5）因果関係の問題   

依頼人の被った損害につき租税専門家を有  

責とするためには、租税専門家のネグリジェ  

ントな行為と依頼人との問に因果関係がなけ  

ればならないとされている。この因果関係の  

問題には、事実上の因果関係と損害の遠隔性  

という性質の異なる二つの問題がある36。   

事実上の因果関係の問題としては、租税専  

門家がいかに落度のある行為をしても、その  

行為が事実上の原因となって生じたものとい  

えない損害については、租税専門家が何ら責  

任を負わされるべきではないと解されよう。   

租税専門家のネグリジェンスが依頼人の損  

害の原因であったことを立証する責任は依頼  

人側にあるが、その証明において依頼人は、  

租税専門家のネグリジェンスが損害の唯一の  

原因であったことを証明するのでほなく、ま  

た、損害発生に至る自然的な因果関係過程を  

完全に示すことも必要でない。依頼人として  

は、租税専門家のネグリジェンスが、自己の  

被った損害の「因果的にレレヴアントな一つ  

の要因」であったことを示せばよいとされて  
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対して同情的な判断を下すことはしていない  

ようである。そこで適用される注意の標準ほ、  

w∧一般的な注意の標準（a generalstandaでd）よ  

りも高度の注澄の標準（ahigherstandard）又  

は受託者としての注意の標準（the鼠duciary  

standaでd）であると考えられる40。   

＝ 米国におけるタックス・シェルター取引   

での専門家の役割と租税行政当局等の対応   

米国のタックス・シェルター取引において  

は、通常、販売者がタックス・シェルターの課  

税上の取扱いについて租税専門家による意見  

41を投資者に提示し、投資者がこれを投資判  

断のための情報として活用している42。財務  

省は、この意見書について、①取引の効力に  

ついて確たる結論に達しないまま取引をプロ  

モートするために書いていること、②重安な  

法律問題について議論が不十分であること、  
（釘疑問のある事実・促走に基づいて書いてい  

ることといった懸念を抱いている。納税者が、  

その取引に参加する基礎として、若しくはペ  

ナルティから身を守るために、その取引が合  

法的であり、かつ、適正なものであるという  

租税専門家の意見に頼っている点に注目し、  

財務省は、この意見の適正化のための一定基  

準を定めるための措置を講じている。   

かような租税専門家の意見が投資者の投  

資判断に資するものである¶一方、節税効果が  

判然としないものについて、さも確実な節税  

効果が保障されているかのような租税専門家  

の意見などもあるため、財務省はⅡeasuでy  

DepartmentCircularNo．23043において意見  

表明についての規則を定めている44。   

具体的には、専門家における一般的な調査  

義務や確認義務のほか45、不正確、不完全な  

事実に関する意見表明の禁止46や連邦税法上  

の問題がある場合にそれが有利に解決される  

ことを前提とする見解表明の禁止47などを規  

制している。IRSの訴訟部門仏ppeals）に置か  

れている税務業務管理官什he Director of  

Practice）は、租税専門家が業務規則に違反す  

いる37。   

事業的因果関係の認定は、通常、租税専門  

家のネグリジ、りf¶ントな行為がなかったならば  

（butfbrthedeftndant’sconduct）、依頼人の  

損害が生じなかったかどうかを問うことによ  

ってなされる（bl止鮎testoでSine qⅥanOn  

test）。たとえ租税専門家の行為がなくても依  

頼人の損害は生じたであろうと認められる場  

合には、租税専門家の行為は依頼人の損害の  

発生にとって因果的関係にあるものではなか  

ったと認定されるのである38。   

New Yorkやその他の裁判管轄圏では、  

“Butぎor（なかりせば）”catlSality瀧stと  

いう因果関係テストをリーガル・マルプラク  

ティスにおいて実施しているが、Dupontv．  

馳ady事件39において、裁判所は租税専門家  

Bradyのネグリジェンスなかりせば1979年  

の税務上の投資控除を適正に受けることがで  

きたということを証明することに依頼人  

DtipOnは失敗したと結論付けた。つまり、  

Duponは更に被告のネグリジェンスの不作  

為がなかりせば、Kenona CoalPro許alnと  

いうタックス・シェルターに投資することは  

なかったであろうということを示すことに失  

敗したとされたのである。すなわち、依頼人  

の損害に対して租税専門家の行為は何らレレ  

ヴアントな要因にあったとは認められなかっ  

たということである。   

（¢ 損害胎僧輯の問題   

賠償すべき損害についての金銭評価の問題  

は、ネグリジェンスの不法行為に特有のルー  

ルではなく、不法行為一般に通ずるルールに  

よって決定される。   

（竹 租税専門家に対する民事法上の責任   

米国における裁判所は、しばしば、租税専  

門家に対して高度なレベルの注意義務を要求  

している。租税専門家は、自らの業務の困難  

性と不確実性を理由に業務上の責めを免れよ  

うとするものの、裁判所はそのような主張に  
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ると信ずる理由があるとき、その者の資格を  

停止しあるいほ剥奪するための手続を開始し  

たり、懲戒することができることとされてい  

る48。   

このように、最近、米国では租税専門家に  

対する調査義務を規定し49、調査の結果、ペ  

ナルティが課される可能性がある場合には、  

その旨を顧客に通知書をもって説明すること  

を義務付けており、税務否認リスクの説明義  

務はかなり強訴されることになったと理解す  

ることができよう50。Eriksv．Denver事件で  

は、課税庁によって税務否認されていること  

を販売者が知っていたにも関わらず、販売に  

当たってそのことについての説明がなかった  

とされたが、かような措置が実効性あるもの  

となれば、税務否認リスクの説明がなされる  

ことになろう。税務否認リスクの説明義務が  

租税専門家に措定されることは、説明義務違  

反に係るかような事件を未然に防ぐことに繋  

がり得ると思われる。   

その際、税務に関する専門的な助言をする  

公認会計士や租税弁護士から提出される意見  

書については、かかる租税専門家の所属する  

事務所の監督責任の明確化により、専ら租税  

専門家の個人的な意見であるとしても、場合  

によっては、事務所全体が責任を問われる可  

能性もあり得ることとなった。   

また、米国法嘗協会（American Bar  

Association：ABA）は、公式意見書346号にお  

いて、弁護士がタックス・シェルターに対して  

意見を提出する際に遵守すべき自主規制を定  

めている。具体的には、弁護士は提示された  

事実を確認し、その事実が不完全で、矛盾し、  

又は疑わしい場合には、更に調査を行った上  

で意見を付さなければならず、事実の正確性  

に関する調査を行う責任を放棄し、重要な事  

実の分析を怠り、単に仮定の事実を検討した  

だけの意見を提出することはできないとされ  

ているのである51。   

また、同協会は、協会指針ABA公式意見  

書第85・352号において52、米国連邦税に従事  

している法律家の基本的倫理基準を定めてい  

る。具体的には、投出する意見書には、硯行  

法上正当なものであるとの弁護士のgood  

払ithでの確信や訴訟における現実的な勝訴  

可能性が必要であるなどと規定されており、  

このようなコンプライアンス規定は注目に倦  

しよう。   

米国公認会計士協会（AICP心のステートメ  

ントにおいても、現実的な可能性があると、  

good払ithにおいて信じることができない限  

り、当該タックス・シェルターを利用した納税  

申告を推奨したり、納税申告書に署名するこ  

とを禁じているのである53。さすれば、濫用  

型タックス・シェルター…を活用した租税回避  

による計算を反映した納税申告書を作成する  

こともかかる自主規制の射程に入ると思われ  

る。   

従来から、米固租税有政当局ほ、投資者が  

租税専門家の意見を投資判断の情報として活  

用している点に着目して、販売時における説  

明義務に対して注文を付けたのであるが、こ  

のことはタックス・シェルターに関する情報  

の適正な伝達を促し、投資者の誤った期待を  

抱くことの未然防止に繋がり得るのであって、  

結果において、投資環境の整備の観点からも  

評価し得るのではないだろうか。かかる措置  

が機能すれば、タックス・シェルタ岬・マルプ  

ラクティス訴訟が減少することになると思わ  

れるが、その評価については、今後の観察を  

必要としよう。   

小指   

本稿では、タックス・シェルターの開発や販  

売に関与する租税専門家の責任論について、  

タックス・シェルター・マルプラクティス訴訟  

を素材に、特にネグリジェンス理論を中心に  

概観した。また、最近、租税行政当局が  

Ci∫Cular No．230において、租税専門家のタ  

ックス・シェルターについての意見表明に対  

して規則をかけていること、米国法曹協会や  

公認会計士協会がタックス・シェルタしに対  
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する租税専門家の意見提出に対する自主規制  

を講じていることについて言及した。   

次稿においては、タックス・シェルターの販  

売に関与する税税専門家に対する監督や懲戒  

処分などを中心に行政上の責任問題について  

検討を加えることとする。  

は、IRS，AmericanInstituteofCertijiedPubllC  

A（黒Omもanね（AJC‡塊）クNewYorkStateS鋸ietyof  
CeI棚edPublicAccotlntantS（NYSSCI仏）などで  

ある。  
、huし二二世旦二旦二ir±云担ゝ⊥1i1さ上真土主さ班土二」jt！立kニ  9腑克虹  
10制限行為（L血itedpI且dα）者とも呼ばれる。  
11粕谷幸男「税税専門家」中村芳昭監修『税務行  

政の改革ヰ続法から組織法へ・』126頁（動学書房  

2002）。  
12我が国の文書回答手続についても税理士以外の  

者による代理を認めていない。なお、我が国の文  

書回答手続とアドバンス・ル｝リング（advance  

r血由利度との比較検討については、差し当たり、  
上斗米明「文書回答手続の見直しについてグロ」  

パルスタンダードな納税者ガイダンスの整備に向  

けて－」税研19巻6号14頁以下、酒井克彦「事前  

照会に対する文書回答手続の在り方」税大論叢44  号535頁以下蜘  
mn細山4射sakai瓜a辻menJhtmわ参照。  
13酒井克彦「節税商品の特殊性と説明義務し0・  

（下）一節税商品取引における勧誘の在り方を求めて  

－」税経通信58巻15号193頁以下、59巻1号209  
頁以下。我が国における節税商品過誤訴訟を概観  

すると、タックス・シェルターが課税庁から否認さ  

れ、それによって課税されたという事例よりも、  

商品構造そのものの問題として節税効果が得られ  

なかったとする事例の方が多い。  

14Renovitchv．Kau危nan，905F．2d．1040（1990）．  
同事件は、詐欺罪のほか証券法違反を争ったもの  

である。その他、タックス・シェルター・マルプラ  

クティス訴訟では、多くのCoalSbelterにおいて  

証券法違反が争われている。例えば、DuPontv．  

Bm☆646ESupp．1067（S．D．N．Y1986）などが  
ある。   

RenovitcbⅥKa11蝕Ian事件の概要は、次のとお  

りである。  

JohnAndersonとLetter“Skip”Bunkerは、  
減価償却を含めさまざまな税制上の恩典を受ける  

ことができる畜牛リースを利用したタックス・シ  

ェルターを売り出した。   

ÅndersonとBunkerは、それより以前に畜牛リ  

ースのアレンジメントを開発したCondnentd  

F玩ancidLimited（C餌のパンフレットを複製し  

てこれを利用し、h鹿mationalCatde  

Co叩Oration（ICC）を設立して畜牛リースに係る業  

務を行わせた。Ånder50nとBunkerが租税弁護士  

JamesI∋ussadにそのパンフレットを見せたとこ  

ろ、Buss饉dほ、当該パンフレットには本質的な  

誤りがあったにもかかわらず、ざっと目を通した  

iタックス・シェルターについての租税法の先行  

業績には枚挙に暇がないが、以下に示すものの外、  

差し当たり、タックス・シェルター全般について  

は、岡村忠生「タックス・シェルターの棒遷とその  

規制」論叢136巻4＝5号269頁以W卜一、本庄資『国  
際的租税回避∵基礎研究－』（税務経理協会2002）、同  

『アメリカンタックスシェルター』（税務経理協会  

2003）、同『タックス・シェルタ、・′－一事例研究』（税務  

経理協会2004）、伊藤公哉『アメリカ連邦税法一所  
得概念から法人・パートナーシップ・信託まで－』（中  

央経済社2001）、渡辺徹也『企業取引と租税回避・  

租税回避行為への司法上および立法上の対応－』（中  

央経済社2002）、平野嘉秋「租税回避行為とその  
規制策に関する－一考察（【ナ（二完）・タックス・シェ  

ルタいを素材としての日禾比較－」税大論叢25号  

55頁以下、26号157頁以下などを参照。  

2金子宏教授は、「アメリカでは、租税弁護士や会  

計士の手によって、複数の－一般措置の組み合わせ、  

仙一一般措置と特別措置の組み合わせ、複数の特別措  
置の観み合わせ等の方法で、税負担を軽減・回避  

する仕組み（スキーム）がいろいろと考案され、利用  

されてきた。」とされる（金子『租税法〔第9版増  

補版〕』126頁（弘文堂2004））。  
3中里実『タックス・シェルター』2頁以下（有斐閣  

2002）。  

4本稿はRobertFeinschreiberandMargaret  
Kent，TaxSbelterMalpractまce，83TaxNotes  
lO37（1999）に拠るところが大きい。  

5酒井克彦「節税商品取引における投資家保護と  

税理士の役割」『第26回目税研究賞受賞論文集〔研  

究者の部Ⅲ〕』（日本税務研究センター2003）所収、  
同「米軌こおけるタックス・シェルター・マルプラ  

クティス（上）イ下）・節税商品取引における租税専門  

家の役割－」税経通信59巻12号187頁以下、59  

巻13号167頁以下。  

6金子・前掲注2、124頁は、「わが国でも将来タッ  

クス・シェルターの利用が増加し、立法・行政およ  

び司法がこれにどのように対応すべきか、大きな  

問題となるであろう。」と指摘される。  

7本研究の基礎とした情報源の多くは現地調査に  

拠っている。主なヒアリング先等の調査先として  
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だけで問題点の指摘もせず、不実表示の問題につ  
いては検討しなかった。  

ICCのパンフレットの本質的な誤りとは次の点  

である。  
（D 畜牛ほ状態のよいままであると説明されて   

いること。   

e）毎沃オーナーー宛てに、独立した調査官から、  

畜牛の群れや牧場の状態についてのレポート  

が送付㌢れること。   

③ もし、畜辛が商業的に満足しうる生産を生  

み出さないような状態となった場合には、取  

り替えられること。   

堰）農業経営者は畜牛に対して保険をかけてい  

ること。  

Amleヱ・Snと壬きunkerほ、個人向けにファイナン  
シャル・プランニ ング、投資計画、リタイヤメント  

プランニングを行なっているStewardsbip  

Concep短，Inc．（SCI）に売込みを依頼したところ、  

不動産プランニングや労働者利益などについての  

専門家である弁護士Kau色nanがこれを承認し、  

SC‡が販売することで同意した。そこで、Kau危nan  

は、ICCの畜牛リースの販売のためにGreat  

W毎ternを創立した。′更に、Kall払anはDai短  

RepoItingServiceを立ち上げ、毎日畜牛リースに  

関する調査報告を行なうこととした。しかし、ICC  

と SCIのこの畜牛り…スは失敗に終り、】＿22入の  

投資者は合計230方ドルを投資し、合計150万ド  

ルの損失を被った。   

畜牛は日々の適切な世話がなされておらず、死  

亡するか又はミルクが止まってしまって食用とし  

て屠殺されるために売却されていたのである。   

投資者は弁護士BussardとKau魚nanを詐欺及  
び証券法違反で訴えたが、簡易裁判所と連邦地方  

裁判所ほちussa工・dとKau鼓nanを支持した。  

15PasternakvSagittariusRecordingCo．，617F．  
S11pp．1514如icb．1985），a仔’dwitbo11tOpinion  
816F．2d681（6thCiェ1987）．   

事件の概要は、次のとおりである。  
1981年にいくつかのベンチャー企業が現金や  

約束手形を出資しているSlo11Ⅹ凱．aresCompany  
というミシガン州のジョイントベンチャーは、  

SagittariusRecordingCompanyとの間の3つの  
マスター・レコーディング・リース協定に参加して  

いた。当該協定によりSa由ぬ血sは、Ame虫can  

Ⅵ血etyInternationalRecords，Inc．とAmerican  

％rietyInternationalDistributingCorporation  
からマスター・レコーディングの所有権を購入し  

た上で、SiouxSharesに貸し付けることとされて  

いた。   

しかし、Sa由ttariusがレコーディングの引渡し  

に失敗したことで、SiotlXSbaI－eSにとっては投資  
税額控除の適用を受けることが出来ないという結  

果となった。Sio11ⅩSharesは、法律事務所からの  
税務上のアドバイスに信頼を寄せていたが、レコ  
ード会社の提供するパンフレソトに掲載されてい  

た法律事務所による税務上の見解には、誤りがあ  

ったのである。   

そこで、レコーディングの賃借人であるSioux  

Sharesは、法律事務所やその他の関係者を告訴し  

た。地方、裁判所はマスター・レコーディングの引  

渡しの失敗が、直接的に税額控除の適用を失わせ  
ることとなったとする簡易裁判所の判断を支持し  

た。   

PasternakvSagittariusRecordingCo．訴訟に  
おいてほ、1987年の控訴審判決貯asternakv  

SagittariusRecordingCo．，816F．2d681（6thCir．  
1987））を排して原判決伊asternakvSag出arius  

RecordingCo．，617FSupp．1514（Mic‡l．1985））  
を支持した。   

すなわち、ミシガン州裁判所は、S喝ittadusの  

主張を排したものの、法律事務所の立場には理解  

を示し、法律事務所の行った税務上のアドバイス  
の妥当性については問題が生じないと判示した。  

つまり、法律事務所においては、当該リース契約  

に参加したことについての責めはあるとしても、  

投資損失についての責めほなく、投資損失につい  

てはSa由ttariusに責めがあると判示したのであ  

る。  
16ÅdenvSommers，Schwartz，Si加erand  
Schwartz，PC．，170Mich．App．196，428N．W．  
2d26（Mic‡1．1988）．   

事件の概要は、次のとおりである。   

Adellは節税目白勺で1972年1月に取oyHilton  

MotorInnCompanyのリミテッドりヾ－トナーシ  
ップに参加した。当該パートナーシップのジェネ  

ラル・パートナーであり租税弁護士でもあるTred  

Gordonは、Adellに対して、当該パートナーシッ  

プは、法令に従っており、適法に税金の免除を受  

けることが保証されている旨説明した。   

ミシガン州の超過利息制限法は、個人やパート  

ナーシップに対して徹することのできる利息に制  

限を加えているため、同法を回避するための目的  

で1loyH止ttonが設立された。IRSはこの会社を  
調査したところ、この「ダミー会社」が損失を計  

上することは認められるとしたものの、当該損失  

については当該会社に帰属するものであり、パー  

トナーシップに分配されるべきものではないと判  

断し、パートナーシップに分配された損失を否認  

した。   

これを受けて、1985年10月にAdenはGordon  
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う担保権者の担保物議哀確喪失（払躇Ciostlre）を訴  

えた。   
陪審はCooperに対して詐欺による損害を認め  

なかったものの、マルプラクティスの訴えについ  

ては、硯美的緩書籍償金として＄43，000、懲罰的損  
害賠償金として宥37，500を裁定した。陪審は、  

Yarbrot唱hの行った専門的な法的助言がCooper  

の被った損害の直接の原蜃となったと判定を下し  

たのである。「ねrbi◆OtまgbはCooperの税務上の問  
題を扱うこと、その間題を解決することを承諾し  

ていたのであって、CoopeI・は「血rbrol唱hとの契  

約に基づいた倍額がなければ、別のところでアド  

バイスを求めていたであろうことが推察されるの  

である。Cooperが租税弁護士「ねrbrotlghを選ん  
だことは、他の機会を失ったことを意味するので  

あるが、このことについて、Cooperは、1974年  
分の所得税の申告で所得を生み出さないばかりで  

なく、税金を平均的に分配する効果を有する不動  
産投資を勧めた公認会計士に依頼することもでき  

たと論証したのである（硯に、Cooperほ1974年分  
の所得税額は零であり、損失については、翌1975  

年まで繰り越すことができた。）。  

18Ⅰ戚hningvBo工・nhop，859S，W2nd271（Mo．  
1993）．   

kbningⅥBornhop事件も、租税弁護士や公認  

会計士という専門者の助言に基づいた投資を行な  
った投資家がその後当該投資に係る課税処分を受  

けたことによって損失を被った場合に、投資者に  

対して積善賠償請求権を認めたものである。   

すなわち、リスクの低いリミテッドリマー トナー  

シップを探していたRtldyとKeyLellningは、彼  

らの租税弁護士であるFrankConardのアドバイ  

スに基づいてyairwaysInvestmenもCompanyの  
パートナーシップであるGlencoPartners，Lはに  

対して投資した。IRSはこのbhnir噌の所得控除  

を認めず、LebningはIRSからその通知を受けて  
いたが、FaiiWaySのジェネラル・パートナーであ  

り、会計士であるBoでnllOpはその事実を調査した  

上で、IRSの見解は誤っており、控除が否認され  

ることばないとConardに対して説明していたと  

いう事実が認定され、kbni喝はBorni10pと  

Conardを訴え、上訴審はLebni喝の主張を採用  

した。  

19E】iksⅥDenve王ち118Ⅵ屯sb．2d451，824R2d  

1207（Wash．1992）．玉虫ksvDenver事件は、マス  

ター・サウンドレコーディングを利用したタック  

ス・シェルター・マルプラクティスであるが、例え  

ば、Fortsonv．Winstead，McCuife，Sechrest＆  
Minick，961R2d470（1992）も同様のケースであ  

る。  

と彼の法律事務所を相手取り訴訟を提起した。   
単にパートナ・…の・一人であるAdellはパー・、′′■トナ  

ー椚シップの犯罪について訴える権利を有さず、限  

定的な権利を有するに過ぎないとGoI・donの法律  

事務所ほ主張Lたものの、控訴審はこの主張を排  

除し、リミテソトパートナーにも自分の主張に基  

づいて自由に提訴することができる場合があるこ  
とを説示した。   

つまり、ジェネラルリ〈－トナー・・・■，が拒否した場合  

には、リミテッド・パートナーにもパートナ・““〟〟一シッ  

プの代理として派生訴訟を始める権限が付与され  

るとするものである。しかし、最終的には、上訴  
裁判所は期限に関する法律の適用においては、Ⅰ，RS  

がAde】1に対して当該節税商品の欠陥を指摘した  

ときから起算するとして、Adellの提訴が遅すぎた  

と判断を下した。  

1了「払rbごOl堵kvCoopeでⅥGreateぞHotlSねnBank，  

559S．W．2d917（恥ⅩaS1978）．「血Ⅰ・bro里由v  
Cooper事件は、依頼人Cooperから信頼を寄せら  

れ、税務上の問題解決を取り扱っていた租税弁護  

士「あrbrol堵bの行った専門家としての法的な助言  

が誤っており、当該助言はCooperの被った損害の  
直接の起因となったとの判断の下に、上訴裁判所  

ほ（下級審を支持し）、Cooperはてぬrbro11ghへの  
信額がなければ別の者のアドバイスに基づいて投  

資活動を行っていたであろうと判断し、  

Ya血oughに対して、現実的損害賠償金（acttl∂1  

damages）に加えて、懲罰的損害賠償（exelnplary  

aamages〉を裁定したというものである。   

CooperとFordのⅥ止血oughとGreater  

HoustonBankに対する訴えによると、弁護士資  

格を有するDonaldB．「ねrbrougbは、RexL．  

CooperとD．VFoでdをテキサスのComInerCial  
BonkofVictoria（CBV）の株式の支配持分（director  

を選任しかつ会社の行為を究極的に支配するのに  

十分な会社の持分又は株式、majorityinterest）の  

買付け取引の契約をし、投資するよう不正に勧誘  

した。1ねrbrol唱hは、Coopeでやぎordの利益のた  

めではなく、自らの名でCBV株買付けの投資を行  

っていた。その後、1ねrbroughは、GreaterHouston  

Bankに対して、CBV株買付けのローンの担保と  

してCBV株を不当に引き渡したと主張した。  

CooperとFordは％血oughを詐欺（fraud）で訴え  

加えてCooperは1ねrbrougbに対してタックス・  

シェルターの提供に失敗したとしてマルプラクテ  

ィスq曙alMalpractice）で訴えた。   

具体的には、CooperとFordは、①契約の取消  

し（rescissionofthetransactions）、②Greater  

HoustonBankの所有する担保権者が有する  

VictoriaBank株1，699株上の先取特権の消滅とい  
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事件の概要は次のとおりである。   

マスターーー・サウンドレコー∵デイングのタッ クス・  

シェルタ・－〉け一ノであるCliぎJoilnStOn，PercyGoodⅥγi王l  
は、1977年にマスターサウンドレコーwデイング  

の投資対象として売り出された。これによると、  
投資者ほ投資税額控除の適用を受けることができ  

るとされていたが、既にIRSは1981年にこの投  

資に対する投資税額控除や所得控除に対して否認  

をするようになっていた。，   

本件タックス・シェルタ・－のプロモーターーは、  

Maste‡－RecoI・血ng取ustFund（MRTy）を設立し  

て、会計検査や税務訴訟への法的準備を整え、更  

にすべてのⅨ‡RTFの投資者の代理人として、租税  

弁護士のWillialnDenverを雇った。   

Denverは、プロモーターとともに事務所やサポ  

ートスタッフを共有し、更にプロモーターをも代  

理した。Denveでは、IRSがマスター・サウンドレ  

コーディングへの投資による税額控除や所得控除  

を否認していることを知っており、IRSの調査後  

に認められる税額控除や所得控除は皆無であるこ  

とを了知していた。   

Denverは、MRTFの代理人であり、投資者の  

代理人でもあったことから、彼の依頼人である投  
資者が彼の依頼人であるプロモーターを民事上の  
損害賠償請求で告訴する可能性をも有していた。  

この点については、彼の依頼人であるプロモーータ  

ーとほ、その利益の潜在的な衝突の可能性につい  

ては議論していたものの、投資者である依頼人と  
ほ同様の議論をしていなかった。  

1983年3月に租税裁判所は、マスター・サウン  

ドレコーディングは広範囲の所有権及び評価につ  

いて問題を有していることを示したが、Denverは、  

MRTFの代理人の立場をとり続けた。ワシントン  

最高裁判所は、大法廷で、プロモーターと投資者  

の両方の代理人であるDenverは、投資者の信頼  

に対する責任に反する結果をもたらすと判示した。  

更に、ワシントン最高裁判所は、Denverがワシン  

トン消費者保護法に違反したというsl皿maエツ  

judgmentを排除した。  

20Gouldv．SachnofF＆Weaver，Ltd．，240Ill．App．  
3d243，180Ⅰ牲Dec．805，607N．E．2a  
1318（1992）．   

事件の概要は次のとおりである。   

租税弁護士であるSacbnoだ＆Weaver，Ltd．は、  

RoseGouldとJe緻eyC．Rubensteinに対して、  

連邦所得税の繰り延べ効果を有するタックス・シ  

ェルタ…であるAmberManorApa珪mentに投資  

するよう勧めた。   

Gol11dはこれに投資し、1974年分と1975年分  
の連邦所得税については、この課税の繰り延べに  

基づく計算をして申告した。その後、AIIlber  

ManorはIRS（7）調査を受け、これを契機にして、  

Got11dについても1974年分と1975年分の連邦所  
得税の調査が行なわれ、不備指摘注意書（a  

de丘ciencyl10tice）が提出された。Goul〔iは租税弁  

護士の助言により1982年3月に租税裁判所に提訴  
したが、租税弁護士はIRSとの和解に持ち込んだ。   

その後、1989年6月IRSはGouldに対して延  

滞税の通知をしたところ、Gotlldほこの通知に驚  

き、1990年1月に租税弁護士を相手取りマルプラ  

クティス訴訟を提起した。）ここで、Go111dは、租  

税弁護士がIRSとの和解について不正確なアドバ  

イスをし、きちんとした説明をしなかったなどと  

主張した。   

このGo111dvSacllllOだ＆Weave‡；Ltd．訴訟にお  

ける期限に関する法律の効力は5年であるが、  

Go111dほ1989年のIRSの延滞税の通菖を受け取  
るまでは、租税弁護士の過誤については気が付く  

ことはなかったと主張し、これに対して租税弁護  

士ほ1982年3月に最初に問題が起きていたと主張  

した。   
裁判所は、かかる租税弁護士の主張を採用した  

が、本件事件は控訴され、イリノイ上訴裁判所は、  
次のように判断して、控訴の主張を認めた。すな  

わち、不備指摘注意書は、Gollldの1974年から  
75年の連邦所得税に係る延滞税を負っていること  

についての訴訟を提起するか又はIRSに対して和  

解を申し込むかのアドバイスに明確かつ十分なも  

のであったとはいえないとしたのである。  

21Turturv．RothschildRegistryInternational，  
Incリ26F．3d304（2dCin1994）．   

事件の概要は次のとおりである。   
コンピュータ設備をリースすることによって、  

税務上の優遇措置を受けることができるというリ  
ミテッド・パー トナーシップを販売していた  

RothschildRegistIyInternational（Rothschild）  
は、彼らのパートナーシップの販売アシストをテ  

キサス州において証券ブローカーのライセンスを  

有するTurturandAssociates仙rturs）に依頼し  

た。   

これを受けてでじれursは、Rot‡1SCb追dを調査し  

た上で、Rothschiユdの様々なリミテッド・パー トナ  

ーシップに投資することとした。Turtursは、  

ChaseAssociationというパートナーシップに関  

するStein，Bh濾has，McGuire，Pant昭aS＆Gigi  

（Stein社）による発行要綱等は受け取っていたもの  

の、実際は、当該パートナーシップに投資するの  

ではなく、発行要綱等を受け取ってもいない  

AmericanNationalAssociation367（ANA367）と  

いうパートナーシップに投資した。そのAmedcan   
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責任を認めることは行為者に多大のリスクを負わ  

せることになり、また訴訟の数を増大させること  
にもなって、安当でないということを挙げること  

ができる。  

28 この楔ri＿1は、作為義務を一般的に課すことが市  

民一・般に対して不当に大きな負担を課すことにな  

るという政策判断と、不作為による損害について  

は損害発生に有害な個人を特定することが難しい  

という技術的な困難きにあるとされる。  
29加藤一郎「過失判断の基準としての『合理人』  

】アメリカ法における『合理人』をめぐって」『我  
妻追悼私法学の新たな展開』433頁以下（有斐閣  

1975）。  

30ただし、合理的な行為と平均的な行為とは必ず  

しも1一致しない。ネグリジェンスの問題は、当該  

状況において何がなされるべきかの問題であって、  

類似の状況において一般的に何がなされるかの問  

題ではないとされている。その意味においてネグ  

リジェンスは、同様の行為が一般に反覆されるこ  

とによって義務倦怠でなくなることを意味するも  

のではないと理解護れよう。  

31合理人の行為水準を個々の行為のネグリジェン  

ス性をはかる基準として確立したのは、ⅥiugbanⅥ  

Menlove（1837）3Bing．（N．C．）487である。  

B2FlemlIlg，LawoflbI・tSp．114；Ha叩er＆James，  
Op．Cit．，p．916．  
33合理人が考慮に入れるとされる具体的な事項は、  

①リスクの大きさ（Boltonv．Stone（1951）A．C．  

850〉、①リスクを回避するための配慮が被告又は  

社会にもたらすであろう不利益との比較衡量  

（LatimervA．E．C．Ld．（1952）2Q鳳701，（1953）  
A．C．643）、③行為者の行う行為の価値（散ttv  

HertfbrdshireCountryCounsil（1954）1WL．R．  
835（C．A．））を挙げることができる。   

すなわち、①たとえ損害の発生が合理的に予測  

可能であったとしても、その損害発生のリスクが  

非常にノJ、さいと認められるときには、合理人であ  

ればかかるリスクを無視して行動するであろうし、  

そのような行動に責めを負わせるべきではないと  

思われるのである。また、②予見される損害を回  

避することが困難である場合や、損害回避のため  

の追加的な支出が莫大なものとなる場合もあるこ  

とから、かかる観点が考慮される必要がある。更  

に、③行為者が行為を達成しようとする目的の価  

値が、当該行剃こよって脅かされる原告の利益に  

優越するときは、当該行為が正当化されることも  

あり得ると解されよう。  

34InreEstateofLobm，440Pa．268，269A．2d  
451（1970）．  
35ざ耶nOte4．  

NationalAssociation367（ANA367）は、配当に関  
しても、提出書類や税務上の取扱いについても  

C王iaSeAssociatio王lとほぼ同様のものであった。   

その後、IRSによって、ANA367に係る控除や  

損失が否認されたことから、Tu】血1rSは、  

Rot呈ユSChddとStein杜を告訴した。甑ぬIrⅥ  

RothschildRegist】γInternational，Inc．訴訟にお  

いて、n汀turSは、投資者が利用することのできな  

い税務上の控除を保証したRo魚scilildの提出資料  

には誤りがあり、ミスリードであったこと、更に、  
コンビュー¶皿夕設備はインフレになったこと、当該  

パートナーシップがIRSによって強立企業として  

認められなかったことを主張した。また、Turturs  

は、SteiI】社がこの′削こついて既に了知していたと  
して、課税上の取放いに関する事前の調査の不行  

き届きがあったことについても主張したものの、  

Turtll貰・Sは、Stein社から与えられた情報を彼らが  
信用していたことについて証明することまではで  

きなかった。つまり、ANA367の概要はCbase  

Associationと同m一であり、同時に開発されたもの  

であったが、nlrttlrSは、Steまn社がCbase  

Associationの販売のために作成した発行要綱に  

いかに信頼をおいていたかということについての  

主張に失敗し、詐欺罪を成立させることができな  

かったのである。  

22例えば、これは、localstandaごd（地域的基準）  

に現れる。localsもandardとは、医療過誤訴訟にお  

いて、医師の行為の過失の有無を判断するときに  

適用される基準で、地域によって医療設備・施設  

や卒後教育の機会の充実度が大きく異なっている  

ことを考慮して、当該医師が医業を行っている地  

域、又はそれと同様の地域の医療水準を参照して  

定められるものをいう。この点について、タック  

ス・シェルター・マルプラクティスでは、それほど  

問題にほならないと思われる。  
23ここでは、望月礼二郎「ネグリジェンスの棉造  

（－）・（二）」法学36巻4号409頁以下、37巻2号  

22頁以下をその中心的参考文献としている。なお、  

同『英米法〔新版〕』第2編不法行為法137頁以下  

（青林書院1997）も参照。  

24Alderson，B，inBlyt王1VBkmingbam（1856）  
11Ex．781，784；25LJ．Ex．212，213．  

25Dias，inClerk＆LindsellonTbrts，13thed．  
（1969）p．457．  

26BrettM．RinHeavenv．Pender（1882）11Q．  
B．503，509．  

27経済的損失を法的保護の対象とする場合を限定  

する政策的理由として、経済的損失が被害者の数  

においても損失の額においても彪大なものになり  

がちであり、そのすべてにつきネグリジェンスの  
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3Gそのほかに、被告の行為が原因となって展開さ  

れる事業的因果席順の連鎖のどこに練を引いて被  

告の責任の及ぶ範囲を画すべきかという損害の遠  

隔性の問題として、直接結果説（dj土・eCt  

collSequenCeteSt）、いわゆるボレミス・ルーMルと予  

見可能性説（払reseeabilitytest）、いわゆるワゴン・  

マウントルールがある。  

37望月・前掲注23、（二）2舶頁。  

38①コモン・センスがButForTbstの機械的な  

適絹の拒否ないし修正を命ずることがあること、  

②BtltForlもstはその性質上、適欄に当たって判  

断者の価値的判断の介入するかなりの余地がある  

ことから、ButForTbstほ一応の基準にはなるが、  

それの横磯的な適用によってすべての問題が答え  

られるのでほなく、判断者のコモン・センスないし  
ポリシー－一判断が勧く余地が少なくないと指摘され  

ている。〉  

39646RSupp．1067（S．D．N．Y1986），828R2d  
75（2dCir．1987），680FSupp．613（SPN．Y1988）．  
この事件については、酒井・前掲注5（ヒ）、189頁以  

下参照。  
40酒井・前掲注5（上）、193頁。  

41A“taxsbe】もeroplI衰on”isa（i扇cebya  

PraCtitionerconcerningtheFederaltaxaspects  
Ofataxsheltereitherappeanngorref邑rredtoin  
払eo放さdngmaterialsorusedorref込n・edtoin  

COnneCtionwithsalespromotione放）rtS  

（regardlessofwhetheraseparateopiTionletter  
isissuedoriftbepractitioner’snamelStlSed）．  
一昆4C紺0と仇狂）A∧てか脚－ム射γ  

脱4郡mm方ぶだ度乙罰駅gScbed111ed董br  
aP11blicHeadngBe丘）retbeSENÅTE  
COMMITTEEONFINANCEonMarch21，  
2002‡）repared．bytbeStaだof七重1eJOIm  
COMMITTEEONTAXATION．  

42本庄資「アメリカのタックス・シェルター対抗措  

置の強化」国際税務23巻1号34頁も参照。  

43財務省がIRSに対して顧客の代理人を務める租  

税弁護士、公認会計士、登録代理人、その他の実  

務家の業務を規制する規則参照。  
4∠lβ叫mnOte41．  

45ぷ耶nOte41．でbepractitioneごm11Stmake  
lnqulryaStOallrelevant払ctsandbesatis丘ed  
thattheopiniontakesintoaccountallrelevant  
払cts，andtIlatmated最良ctsareacc11ratelyand  
COmPletelydescribedintheopmion．Theopinion  
mustnotbebased，directlyorindirectly，Onany  
unreasonablefhctualassumptions（including  
assumptionsastofutureevents）．  
46sLLmnOte41・Apractitionerneednotconductan  
auditorindependentveI沌cationofafactual  

representation，butreliancewouldnotbepermittedon  

jbctualrepresentこIti（nSthattheprac血iorlerknowsorhdS  

l■㌫ミSOntObe】ieveai‘eun陀aSOnable、inco汀eCt，  

i－－COmplete，incof－Sisten亡Withanimp冊an＝払ct（汀  

anotherfbcttは11・epreseI－tation、Or血plausible．   

、  －    －  － －  

thefactsuponwhichtheoplnion，sconclusionsarc  
bascd，COrltainareasorledanalysISOfthepertincnt払cts  

andleg裏autilOriもies，arldnotasstlmethefavoi▲abje  

resolutionofanyFederaltaxissuematerialtothe  

analysISOrO眈rwiserdyonunreasonablelegal  
assumptions．  

48粕谷・綿掲柱11、132頁。  

49我が国における税理士の調査義務については、  

酒井克彦「税理士の調査義務一大阪高裁平成8年11  

月29日判決を素材として・」税弘52巻12号97  

頁以下参照。  
50我が国における租税専門家の説明義務について  

は、差し当たり、酒井克彦「節税商品販売者の養  

務としての『税理士に対する説明依頼』一節税商品  
取引における租税専門家の役割－」税経通信59巻9  

号165頁以下、同「税理士に課される消極的説明  

義務と業際問題」税経通信59巻10号165頁以下、  

同「税理士の公共的使命を基礎とした役割論の発  
展的試論」税経通信59巻11号161頁、同「変額  

保険勧誘に係る税理士の助言と責任一束京地裁平成  

8年2月23日判決を素材として・」税弘52巻4号  
65頁以下、同「変額保険勧誘をめぐる租税専門家  

の説明義務（1）一大阪高裁平成12年9月11日判決を  

素材として・」税弘53巻2号73頁以下、同「変額  

保険勧誘をめぐる租税専門家の説明義務（か東京  

地裁平成11年3月30日判決を素材として・」税弘  

53巻3号147貫以下参照。節税商品の販売者に係  

る説明義務についてほ、酒掛前掲注13、193頁以  

下、同209頁以下のほか、同「節税商品の勧誘と  

適合性原則（上）・（下）一節税商品取引における勧誘の  

在り方を求めて－」税経通信59巻2号195頁以下、  

59巻3号181頁以下、「変額保険の節税構造と断  

定的判断の提供」税経通信59巻4号193頁以下、  

同「節税商品の勧誘における適合性原則の適用」  
中央大学法学大学院研究年報33号法学研究科篇  

175頁以下、同「節税商品勧誘者の保持すべき専  

門的知識と注意義務（上）・（下）・節税商品過誤訴訟を  

素材として－」税理47巻8号199貫以下、47巻9  
号194頁以下参照。   

なお、説明義務に係る法の対応について、同「節  

税商品取引における金融商品販売法適用上の問  
題」中央大学法学大学院研究年報34号法学研究科  

篇91貫以下参照。  

51β乙卯nOte41．  

52㍑However，thepositiontobeasser仁dmustbeone  
Whichthelawyeringoodfaithbelievesiswarrantedin  
existinglaworcanbesupportedbyagoodfaith  
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arglilTle！1t京∬aneXte－－Sioj－・mOdifica【i¢n，01■王▲everSalof  

existi】1g】aw．Th盲sま－e（ましil化Sぬa8thereisso王ⅥerCaiis涙  

・    、       ・        －・‥：－．  
FoでnlalOpinion85－352，轡ワ刀お♂血39TaxLaw．  
631（1986）．  

5：彗Stと1もe汀把11もNo．1．0ま（a）providestぬtaCPÅsh郁id  

no仁柁COmmendare仁umposition，OrSlgnaねXrdum，  

unlessthereis“agoodf云ithbeliefthatthepositioT】hzISa  

realisticpossibilityofbeingsustainedadministrative！y  
orjudiciallyonitsmeritsifchallenged，”AICPA  
StatementonResponsibilitiesinTaxPractice．  
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